
様式第２号(第２条関係)（政党その他の政治団体の場合） 

選挙人名簿抄本閲覧申出書（政治活動） 

令和○○年○○月○○日   

 高島市選挙管理委員会委員長 様 

申出者  氏名  ●●●●後援会             

会長 ■ ■ ■ ■         

     〔主たる事務所の所在地〕住所  高島市●●●●●●○○○番地      

（電話番号）０７４０（ △△ ）△△△△    
 

 下記のとおり、政治活動（選挙運動を含む。）をするため、選挙人名簿抄本を閲覧する必要がありますので、閲覧の

申出をします。 

１ 活動の内容  政治活動（選挙運動を含む。） 

２ 閲覧事項の利 

用の目的 

 令和○○年○○月○○日執行予定の高島市議会議員一般選挙において、立候補予定者●●●

●の選挙運動用通常葉書のあて名書きをするため。 

３ 閲覧者の氏名 

 および住所 

 ■ ■ ■ ■  高島市■■■■■■□□□番地 

 ▲ ▲ ▲ ▲  高島市▲▲▲▲▲▲△△△番地 

 ★ ★ ★ ★  高島市★★★★★★☆☆☆番地 

４ 閲覧事項の管 

理の方法 

 閲覧により転記した台帳は、令和○○年○○月○○日まで●●●●後援会事務所内の金庫に

保管した後、焼却により廃棄する。 

５ 閲覧対象者の 

範囲 
 第○投票区～第○○投票区 

６ 閲覧者に関す 

る事項 
 閲覧者は申出者および申出者が指定した者で、●●●●後援会の役員である。 

申出者が公職の候補者等であるとき 

７ 立候補しよ

うとする選挙

の種類 

（現職の場合は、その職名も併せて記載する。） 

 

 

８ 候補者閲覧 

事項取扱者の 

指定 

別添申出書のとおり、法第２８条の２第４項の規定による申出を 

 

        □ する            □ しない 
 

申出者が政党その他の政治団体であるとき 

９ 政治団体閲

覧事項取扱者

の範囲 

（閲覧事項の管理責任者を記載してください。） 

 ●●●●後援会 会長 ■ ■ ■ ■ 

10 承認法人の

申出 

別添申出書のとおり、法第２８条の２第７項の規定による申出を 
        ☑ する            □ しない 

 

備  考 

（添付書類を記載すること） 

１ 政治団体の届出書の写し 

２ 政治活動の実績を示す資料（例:政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写

し、定期的に発行している機関誌等）（ただし、現職の衆議院議員または参議院議員、高島市の議

会議員または長、滋賀県の議会議員または長が所属している政党その他政治団体が申出者であ

る場合は省略することができる。） 

（当該政党その他政治団体に所属する公職にある者（少なくとも１人）の氏名および公職の種類を記

載すること） 

 ● ● ● ●  高島市議会議員 

 提示すべき書類 

 １ 官公署の発行した書類で、写真をはり付けてあるもの 

（例：運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等） 

 ２ １が無い場合は、次の➀および②の書類 

   ➀ 閲覧者に対して文書で照会したその回答書 

   ② 官公署が発行した書類（例：健康保険証等） 



様式第４号(第２条関係)（政党その他の政治団体の場合） 

承認法人に関する申出書 

令和○○年○○月○○日   

 高島市選挙管理委員会委員長 様 

申出者                          

 政党その他の政治団体の名称 ●●●●後援会       

代表者の氏名   会長 ■ ■ ■ ■         

主たる事務所の所在地 高島市●●●●●●○○○番地   

（電話番号）０７４０（ △△ ）△△△△         

 

 閲覧事項を下記の法人に取り扱わせる必要があるため、法第２８条の２第７項の規定に基づき、下記のとおり申し出

ます。 

 

１ 法人の名称 株式会社 令和研究所 

２ 法人の代表者の氏名 

代表取締役 令和太郎 

３ 法人の主たる事務所の所在地 
草津市草津○○丁目○○番○○号 

４ 法人に閲覧事項を取り扱わせ 
る事由 株式会社 令和研究所に選挙運動用通常葉書のあて名書きを委託するため。 

５ 承認法人閲覧事項取扱者の 
範囲 

株式会社 令和研究所 

 調査研究部 部長 甲野次郎 

６ 法人における閲覧事項の管理 
の方法 閲覧により転記した台帳は、令和○○年○○月○○日まで株式会社 令和研

究所事務所内の金庫に保管した後、焼却により廃棄する。 

７ 閲覧者に関する事項 
閲覧事項取扱者は株式会社 令和研究所の社員である。 

 この様式は、申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要です。 

 


